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平成29年３月内閣官房において「働き方改革実行計画」が策定された。ここで、「日本経済再生に向けて、最
大のチャレンジは働き方改革である。」とされ、国を挙げて、文化や風土のレベルでの改革が進められようとし
ている。長時間労働の実態が指摘される医師についても、働き方改革が求められる。
厚生労働省では、医療界だけでなく、労働法学者等が参画した、「医師の働き方改革に関する検討会」を立ち
上げ、医師の特殊性を踏まえた時間外労働規制の在り方と合わせ、具体的な医師の勤務環境改善策の検討を行い、
平成31年３月に報告書を取りまとめ、医師の時間外労働規制の具体的なあり方や労働時間短縮に向けた方向性等
について結論を得た。また、同年７月に「医師の働き方改革の推進に関する検討会」を立ち上げて医事法制・医
療政策における措置を要する事項について、10月に「医師の働き方改革を進めるためのタスク・シフト /シェア
の推進に関する検討会」を立ち上げてタスクシフト /シェアについて、検討を行っているところである。
ここでは、その内容を中心にご紹介したい。
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